
  

 
平成２９年習志野市議会第１回定例会議案概要 

 
 

（議案）  議案番号 

１ 予算  ９件 

（１）平成２９年度習志野市一般会計予算 

（２）平成２９年度習志野市国民健康保険特別会計予算 

（３）平成２９年度習志野市公共下水道事業特別会計予算 

（４）平成２９年度習志野市介護保険特別会計予算 

（５）平成２９年度習志野市後期高齢者医療特別会計予算 

（６）平成２９年度習志野市ガス事業会計予算  

（７）平成２９年度習志野市水道事業会計予算 

（８）平成２８年度習志野市一般会計補正予算（第４号） 

（９）平成２８年度習志野市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

 

２ 新規条例  ４件 

（１）習志野市職員の修学部分休業に関する条例の制定について 

（２）習志野市職員の自己啓発等休業に関する条例の制定について 

（３）習志野市職員の配偶者同行休業に関する条例の制定について 

（４）習志野市農業委員会の委員の定数を定める条例の制定について 

 

３ 一部改正条例  ６件 

（１）習志野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び習志野市職員

の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

（２）習志野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

（３）習志野市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

（４）習志野市建築関係手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

（５）習志野市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の

一部を改正する条例の制定について 

（６）習志野市教育機関設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

 

４ 契約案件  ２件 

（１）工事請負契約の変更について（習志野市新庁舎建設工事） 

（２）工事委託契約の締結について（市道０３－０３６号線跨線橋補修工

事） 
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５ 市道の路線認定  １件 

（１）市道の路線認定について 

 

 

 

道 路 課 

 

２２ 

（報告） １件  報告番号 

（１）専決処分の報告について（損害賠償の額の決定及び和解について） 公園緑地課 

 

１ 

 

 



- 1 - 
 

議案第１号 平成２９年度習志野市一般会計予算 

議案第２号 平成２９年度習志野市国民健康保険特別会計予算 

議案第３号 平成２９年度習志野市公共下水道事業特別会計予算 

議案第４号 平成２９年度習志野市介護保険特別会計予算 

議案第５号 平成２９年度習志野市後期高齢者医療特別会計予算 

議案第６号 平成２９年度習志野市ガス事業会計予算 

議案第７号 平成２９年度習志野市水道事業会計予算 

議案第８号 平成２８年度習志野市一般会計補正予算（第４号） 

議案第９号 平成２８年度習志野市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

 

議案第１０号 習志野市職員の修学部分休業に関する条例の制定について 

 

地方公務員法第２６条の２の規定に基づき、「修学部分休業」※について、条例で定

めることとされた事項を定めるものです。主な内容は、次のとおりです。 
※ 大学等において修学する職員に対し、勤務時間の一部について認める休業制度  

 

休業の期間及び 

時間 

期間：２年以内 

時間：１週間の勤務時間の２分の１以内 

対象となる 

教育施設 
学校教育法に規定する大学、高等専門学校、専修学校等 

給与の減額 勤務しない時間当たりの給与を減額 

承認の取消事由 在学している課程の退学、休学、欠席等 

 

（施行期日） 

公布の日から施行します。 
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議案第１１号 習志野市職員の自己啓発等休業に関する条例の制定について 

 

地方公務員法第２６条の５の規定に基づき、「自己啓発等休業」※について、条例で

定めることとされた事項を定めるものです。主な内容は、次のとおりです。 
※ 大学等における修学や国際ボランティア活動をする職員のための休業制度  

 

 大学等の課程を履修するための休業 国際貢献活動のための休業 

休業の期間 ２年以内 ３年以内 

対象 
教育施設 
学校教育法に規定する大学、 

短大、大学院、専修学校等 

国際貢献活動  

・独立行政法人国際協力機構

（ＪＩＣＡ
ジ ャ イ カ

）が行う開発途上地域に

おけるボランティア活動 

・その他国際協力の促進に資する

ボランティア活動 

承認の取消事由 在学している課程の休学、欠席等 
ボランティア活動を行っていないこ

と等 

  （給与を支給しないことについては、法律に規定されている。） 

 

（施行期日） 

公布の日から施行します。 

 

議案第１２号 習志野市職員の配偶者同行休業に関する条例の制定について 

 

地方公務員法第２６条の６の規定に基づき、「配偶者同行休業」※について、条例で

定めることとされた事項を定めるものです。主な内容は、次のとおりです。 
※ 外国で勤務等をする配偶者と生活を共にする職員のための休業制度 

 

休業の期間 ３年以内 

配偶者が外国に 

滞在する事由 

・外国における勤務 

・外国において行う事業経営等 

・外国の大学における修学 

承認の取消事由 
・配偶者が外国滞在事由に該当しなくなったこと。 

・休業をしている職員の産前産後休暇の取得 

・休業をしている職員に係る育児休業の承認 

休業に伴う任用等 
休業している職員の業務を処理するため、任期付職員又は臨

時的任用職員を採用することができる。 

  （給与を支給しないことについては、法律に規定されている。） 

 

（施行期日） 

公布の日から施行します。 
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議案第１３号 習志野市農業委員会の委員の定数を定める条例の制定について 

 

「農業委員会等に関する法律」の一部改正に伴い、農業委員会の委員の選出方法

が「公選制と市町村長の選任制の併用」から「市町村長の任命制」に移行されます。 

この改正に伴い、政令で定められた基準※をもとに、農業委員会の委員の定数につ

いて定めるものです。 
 ※ 本市の場合、農業者の数等の規模によって、「２７人」が上限とされています。 

 

１ 委員の定数を「１６人」とします。 

２ 「習志野市農業委員会の選挙による委員の定数条例」を廃止します。 

 

（施行期日） 

公布の日から施行します。 

 

議案第１４号 習志野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び習志野市職員の

育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

「地方公務員の育児休業等に関する法律」の一部改正等に伴い、育児、介護に係る

制度の改正等が行われたことから、次のとおり改正するものです。 

 

１ 育児休業等の対象となる子の範囲の拡大 

  特別養子縁組の監護期間中※１の子及び養子縁組里親※２に委託されている子等を

追加 
 ※１ 民法に基づき特別養子縁組を成立させるために必要な事前の試験養育期間 

 ※２ 児童福祉法に基づき、将来的に養子縁組を結ぶことを前提として、児童を養育する家庭  

 

２ 看護時間制度の新設 

  家族の看護のため、「１日につき２時間以内」で勤務しないことができることとする看護

時間制度を新設 

 

３ 看護のための時間外勤務免除の新設 

  職員が、家族を看護するために請求した場合は、公務の運営に支障がある場合を

除き、時間外勤務が免除される制度を新設 

 

（施行期日） 

平成２９年４月１日から施行します。 
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議案第１５号 習志野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

 

人事院勧告及び千葉県人事委員会勧告に準じ、次のように改正します。 

 

扶養手当の額を段階的に改定します。 

区分 現行 平成２９年度 平成３０年度 
平成３１年度

以降 

配偶者 

行政職給料表 

７級以下 

1 万 3,000 円 1 万円 6,500 円 

6,500 円 

行政職給料表 

８級 3,500 円 

子 
7,000 円 

（1 万 1,000 円）
※１ 

8,000 円 
（1 万円）※１

 1 万円 1 万円 

父母等 

行政職給料表 

７級以下 6,500 円 

（1 万 1,000 円）
※１ 

6,500 円 
（9,000 円）※２ 

6,500 円 

6,500 円 

行政職給料表 

８級 
3,500 円 

※１ 配偶者がいない場合 

※２ 配偶者及び扶養親族である子がいない場合 

 

（施行期日） 

平成２９年４月１日から施行します。 

 

議案第１６号 習志野市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 

国民健康保険法施行令の一部改正等に伴い、改正するものです。 

 

１ 国民健康保険料率の規定方式の変更及び改定 

  保険料率の規定方式について、料率を明記する「料率方式」から料率の算定方法を

定める「賦課割合方式」に改め、区分ごとの賦課割合を次のとおりとします。 

区分 

改正前 改正後 

差額※２ 

料率 賦課割合 料率見込※１ 

基礎賦課額 

（医療分） 

所得割 6.8％ 63％ 6.8％ ― 

均等割※３ 1万 4,100円 27％ 1万 7,400円 ＋3,300 円 

平等割※４ 1万 2,500円 10％ 1万 2,500円 ― 
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後期高齢者 

支援金等賦課額 

（支援金分） 

所得割 2.2％ 55％ 2.2％ ― 

均等割※３ 1 万 500 円 45％ 1万 1,900円 ＋1,400 円 

介護納付金 

賦課額 

（介護分） 

所得割 2.0％ 55％ 2.0％ ― 

均等割※３ 1万 3,100円 45％ 1万 3,100円 ― 

合計 

（年間保険料） 

所得割 11.0％  11.0％ ― 

均等割※３ 3万 7,700円  4万 2,400円 ＋4,700 円 

平等割※４ 1万 2,500円  1万 2,500円 ― 

※１ 改正後の賦課割合で算定する平成２９年度予算における見込  

※２ 改正前の料率と改正後の料率見込を比較した場合の差額  

※３ 被保険者１人当たりの保険料 

※４ １世帯当たりの保険料 

 

２ 保険料軽減制度※５の基準額の改定 

 低所得世帯を対象とした５割軽減、２割軽減の対象となる所得の基準額を次のとお

り改定し、軽減対象世帯を拡大します。 

減額割合 
基 準 額 

改正前 改正後 

７割 ３３万円（改正なし） 

５割 

３３万円 

＋(２６万５千円×被保険者数) 

（収入の目安：１８６万円）※６ 

３３万円 

＋(２７万円×被保険者数) 

（収入の目安：１８８万円）※６ 

２割 

３３万円 

＋(４８万円×被保険者数) 

（収入の目安：２７８万円）※６ 

３３万円 

＋(４９万円×被保険者数) 

（収入の目安：２８３万円）※６ 
※５ 世帯の所得が基準額に達しない低所得世帯について、保険料のうち被保険者１人につきかかる  

「被保険者均等割」と１世帯ごとにかかる「世帯別平等割」の７割・５割・２割をそれぞれ軽減  

する制度 

※６ （ ）内は、３人世帯（夫婦、子１人で夫の給与収入のみ）と仮定したときに、基準となる所得 

額を収入で表した目安 

 

３ その他 

   法令の規定に合わせた文言整理を行います。 
 

 

（施行期日等） 

 平成２９年４月１日から施行し、平成２９年度以後の年度分の保険料から適用します。 
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議案第１７号 習志野市建築関係手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」の施行に伴い、新たに手数料

を創設するものです。 

 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく手数料  

（１）建築物エネルギー消費性能適合性判定事務手数料 

 

（施行期日） 

平成２９年４月１日から施行します。 

 

議案第１８号 習志野市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 

 

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の一部改正に伴い、条例

で引用している条項番号を改正するものです。 

 

（施行期日） 

公布の日から施行します。 

 

議案第１９号 習志野市教育機関設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

 

習志野市立図書館の「移動図書館」について、平成３０年度から指定管理者が管理

運営を行うに当たり、改正するものです。 

 

（施行期日） 

平成３０年４月１日から施行します。 

 

議案第２０号 工事請負契約の変更について（習志野市新庁舎建設工事） 

 
平成２６年第４回定例会において議決を得て、清水建設株式会社千葉支店と締結し

た習志野市新庁舎建設工事の工事請負契約について、契約書第２８条第６項の規定に

基づき、次のとおり契約金額を変更するものです。 

変更前 変更後 

８８億８，３１９万４，４００円※ ８９億９，６００万５，８００円 

※ 平成２７年第４回定例会において議決を得て、当初契約金額「８８億４，５２０万円」から変更し

た後の金額 

【変更理由】  

賃金等の急激な変動に対処するスライド協議によるものです。 
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議案第２１号 工事委託契約の締結について（市道０３－０３６号線跨線橋補修工事） 

 

次のとおり契約を締結するものです。 

１ 契約の目的  市道０３－０３６号線跨線橋補修工事 

２ 契約の方法  随意契約 

３ 契 約 金 額  ２億１，３５０万円 

４ 契約の相手方  鎌ケ谷市くぬぎ山四丁目１番１２号 

             新京成電鉄株式会社 

              代表取締役社長 眞下 幸人 

５ 工事場所  習志野市津田沼二丁目１７８５番３地先 

６ 工事期間  契約日から平成３０年３月３１日まで 

７ 工事概要  （１）橋長  ２８ｍ 

（２）有効幅員  ２ｍ 

（３）桁架替  ２８ｍ 

（４）床版設置  ６９㎡ 

（５）防護柵設置  ５６ｍ 

（６）舗装工  ５６㎡ 

（７）支承取替  ８箇所  

（８）縁端拡幅装置設置 ２箇所 

（９）橋脚耐震補強    ２基 

 

議案第２２号 市道の路線認定について 

  

認定する路線は、８路線です。 

 

認定 ８路線 

認 定 理 由 路 線 名 

開発行為に伴うもの 

鷺沼台１丁目  ０６－２２８号線 

実籾１丁目 １０－１３６号線 

実籾１丁目 １０－１３７号線 

既存の道路を認定するもの 屋敷３丁目 ０９－１７２号線 

千葉県からの譲与に伴うもの 

芝園１丁目 １４－０７２号線 

芝園１丁目 １４－０７３号線 

芝園１丁目 １４－０７４号線 

芝園１丁目 １４－０７５号線 
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報告第１号 専決処分の報告について（損害賠償の額の決定及び和解について） 

 

地方自治法第１８０条第１項の規定により、損害賠償の額の決定及び和解について

専決処分したので、報告するものです。 

 

１ 事 件 の概 要 平成２８年１１月２８日、習志野市本大久保四丁

目１４番４号先路上において、街路樹の枝が落下し、走

行中の車両に接触した物損事故 

２ 担 当 課 都市環境部 公園緑地課 

３ 損 害 賠償 額 １４８万４，４１７円 

４ 相 手 方 個人 

５ 和解の条件等 市 は 相 手 方 に 対 し 、 修 理 費 等 と し て 

１４８万４，４１７円を支払う。 

相手方は、本件事故については、名目のいかんを問

わず今後一切の請求を行わないものとする。 

６ 専 決 処 分 日 平成２９年１月２７日 

 


